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NTT 東日本株式会社の合併認可申請の概要 

 

１．申請者 

 NTT東日本株式会社（以下「NTT東日本」という。） 代表取締役社長 澁谷 直樹 

 

２．申請年月日 

令和８年４月 24日 

 

３．吸収合併の概要 

(1)吸収合併の内容・理由 

 NTT東日本グループはこれまで各地域ごとに、NTT東日本及び総合会社（株式会社 NTT

東日本―南関東、株式会社 NTT東日本―関信越、株式会社 NTT東日本―東北及び株式会

社 NTT 東日本―北海道をいう。以下同じ。）の２つの法人で事業運営を行ってきたとこ

ろ、地域における NTT東日本ブランドのプレゼンス向上及び事業運営の機動性を高める

観点から、総合会社を吸収合併し、NTT東日本に集約する。 

【承継する業務・サービス】 

 NTT東日本からの受託等による業務 

 フレッツ光等ネットワーク商品販売業務 

 各種商品の注文受付及び問合せ対応業務 等 

 LAN型通信網サービス 等 

 ※移動通信業務及び ISP 業務は含まれない。 

 

(2)吸収合併の時期 

 令和８年７月１日（予定） 

 

(3)公正競争の確保に向けた措置 

 NTT 東日本が総合会社から吸収合併により承継する事業について、NTT 東日本は、手

続きの同等性の担保等の禁止行為規定の遵守のための措置を引き続き実施すること等

により、公正競争の確保に向けた措置を講じることとしている。 

 なお、NTT 東日本が承継する事業のうち、本来業務に該当しない事業については、附

帯業務または既に届出済みの活用業務として実施することとしている。 

 

（別紙） 


